
平成２９年度 医療的ケア児の
地域支援体制構築に係る担当者合同会議

医療的ケアが必要な児童に対する

市川市の取り組みについて

平成２９年１０月１６日 市川市こども政策部 こども施設運営課
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市川市（いちかわし）は千葉県北西部の
葛南地区に位置する市

千葉市、船橋市に次ぎ、千葉県では
人口第３位

【人口総数】
489,520人 （平成29年8月1日現在）

【認可保育施設入園数】
8,042人 （平成29年9月1日現在）

【認可保育施設数】
公立保育園 ２２園
《私立》

私立保育園 ７２園
こども園 ２園 １１０施設
小規模保育所 ７ヶ所
家庭的保育 ７ヶ所

（平成29年9月1日現在）

市川市について
市川市
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医療的ケア児受け入れまでの経緯
【平成28年11月以前】

医療的ケアが必要な児童は、その安全性や養育の課程を考慮して、家庭や療育施設
で保育するのが望ましいと考えていた。

【平成28年11月以降】

入園希望があること、当該児童が集団保育が可能と思われる成長段階に達したこと
により、下記の根拠法令等に基づき、医療的ケア児を受け入れることとした。

①特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府発令第39号）

（利用の申し込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等）

②障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号） 合理的配慮

③児童福祉法第56条の6第2項 医療的ケア児の受け入れの推進

【平成29年７月】

保育施設での医療的ケア児の受け入れ開始
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医療的ケア児受け入れの流れ

平成２９年３月 医療的ケアを行う専門の看護師の募集（ホームページ・自治会・広報等）

平成２９年４月 A公立保育園３歳児クラスにおいて喀痰吸引の必要な医療的ケア児の保

育園入園内定

平成２９年６月 医療的ケア対応看護師配置・加配保育士の配置が可能となったことから

当該児童の担当主治医と指示書等内容確認や安全確保に関する事項

について面談を行う。（当該児童家族・保育園職員・課の職員）

平成２９年７月 A公立保育園３歳児クラスに入園

主治医による緊急時の対応について研修を受ける

・無呼吸発作時アンビューバックでの蘇生

・気管カニューレ事故抜去時予備のカニューレの挿入等
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医療的ケア児の保育園での受け入れ体制
（平成２９年９月１日現在）

【対 象 者】 喀痰吸引の必要な児童 １名

【対象クラス】 ３歳児クラス（２５名）

【担 任】 ３名 （内加配要員１名）

【看 護 師 】 医療的ケア専門のパート看護師２名

【サポー ト 】 通常看護業務正規看護師１名（２園兼務）

課の正規看護師１名

≪市川市の公立保育園の看護師配置の現状≫

○公立保育所２１園 通常看護業務看護師数 （平成29年9月1日稼働数）
正 規 ７名 （内 再任用１名）

非常勤 １名

パー ト ５名 5



医療的ケアに係わる環境設定

喀痰吸引を行う卓上型吸引器等
（保護者持参）

喀痰吸引を行うためのコーナーを
設置（事務室内）
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医療的ケアが必要な児童の手続きフロー図
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医療的ケア児受け入れの課題と今後の施策

医療的ケアを行う
看護師の設置

必要な保育士の設置

医療機関との連携

課
題

今後取り組むべき事項

○医療的ケア児支援プロジェクトの設置
○看護師の安定的な確保に対する施策の確立
○自治体への補助制度の構築に対する要望
○医療的ケア児を受け入れる基幹園の設置の拡大

（４施設予定）

保護者との連携

○看護師不足
（看護師であっても医療的ケアの対応経験が
ない場合、業務にあたることを懸念）

○「認定行為業務従事者研修」修了者でも保
育士単独で行える医療的ケアの対応に限り
がある。

○保育士では緊急時、医療行為を行う事はで
きない。

○保育時間が８時間を超える場合には、更な
る人員確保に伴う必要経費が膨らむ

8



Ｈ29年 9月    医療的ケアが必要な児童の手続きの流れ    市川市こども政策部こども施設運営課 
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入園相談 観察保育 

観察保育実施 

意見聴取 

集団保育 

意見書 

①申込書 

②主治医 

意見書 

必要書類の提出を案内 

①医療的ケア実施申込書（様式 1） 

②主治医意見書（様式 2） 

主治医意見書に基づく審査会 

入園意見書作成 

集団保育 

入園に必要な書類の提出を案内 

③医療的ケア実施意見書（様式 3） 

④主治医指示書（様式 4） 

③意見書 

④主治医 

指示書 
入園面接 

入園に必要な書類の提出を案内 

⑥医療的ケア実施通知書（様式 5） 

④医療的ケア実施承諾書（様式 6） 

⑤医療的ケア実

施計画書（様式 7）

作成 

⑤医療的ケア実

施計画書 

⑦医療的ケア実

施承諾書 

⑦医療的ケア実

施承諾書（様式 6）

作成 

主治医面談実施（担当者） 指導助言 

⑧医療的ケア実

施状況報告書（様

式 8）作成 

⑧医療的ケア実

施状況報告書 

⑨主治医受診結

果連絡票（様式 9）

作成 

⑨主治医受診結

果連絡票（様式 9） 


